
 

地域密着型通所介護について 

 平成 27 年の介護保険法の改正により、平成 28 年 4 月以降、定員 18 人以下の小規模型通

所介護が「地域密着型通所介護」に移行し「運営推進会議」に開催が義務づけられました。 

県主導→市町村主導へ 

 「運営推進会議」はおおむね 6 ヵ月に 1 回以上「運営推進会議に対し活動状況を報告し、

運営推進会議の評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望・助言を聞く機会を設

けなければならない。」と定められており、会議録の作成・公表が義務付けられています。 

地域への協力・地域からの協力 

 

まごころ塩釜（特定非営利活動法人まごころサービス塩竈センター）について 

• 「愛・忍耐・技術」を基に「地域に根ざした人間ケア」を提供し、すべて

の人が健やかに暮らせる地域社会づくりに寄与する  

• 平成 7年 10月に日本ケアシステム協会「まごころサービス塩竈センター」を

立ち上げる  

• 平成 13年に NPO法人を取得する  

• 特定非営利活動法人まごころサービス塩竈センターを設立  

•  平成 14年より居宅介護サービス事業に参入する（事業所名：まごころ塩釜）  

• 同時期、アバートの 1室でミニデイサービス「まごころの家」を開始   

• 平成 15年より障がい者福祉の分野に参入  

•  平成 17年センター名を日本ケアシステム協会「まごころサービス塩竈センタ

ー」から日本ケアシステム協会「まごころケア塩釜」に変更  

•  平成 19年に一般住居を改修した小さなデイサービス「まごころ塩釜」を開始  

• 介護保険で補えない部分を「まごころケア塩竈」のまごころケア事業として活

動  

• 「お互い様！」の気持ちを忘れず、住み慣れた地域で共に助け合い、生き生き

と暮らせるようにとスタッフ一同で活動しております  

 

 



サービス内容について 

現在は、地域密着型通所介護、訪問介護、塩竈市の総合事業である訪問型サービス、通所

型サービスや障害福祉サービスである居宅介護、重度訪問介護、同行援護、塩竈市の独自事

業の移動支援事業などを行っております。その他、福祉有償運送による移動サービスを行っ

ており主に、透析患者さんの通院のお手伝いをしております。 

 

地域密着型通所介護サービスのまごころ塩釜は、一般家屋を改造して使用しているため

近所のお宅に遊びに来る感覚で利用していただいております。また、昼食も近所に住んでい

るボランティアさんが現場の台所で作っております。味のほうも利用者様より大変好評を

得ております。入浴も同性介助にて利用していただいております。 

 

活動状況・利用状況について 

 来所後、血圧、体温等のバイタルチェック、昼食までカレンダー作りや七夕飾り、折り紙

等のオリエンテーション、昼食後は、民謡やカラオケ、トランプ、軽体操等を行って楽しん

でいただいております。 

 

地域密着型通所介護の利用者数は、21 名で月曜日から土曜日まで 8 名、７名、10 名、８名、

10 名、9 名の延べ 52 名が利用されております。（定員 10 名・利用率 86.6％） 

 

運営推進会議について 

 

おおむね６ヵ月に 1 回の開催が義務付けられております。まごころ塩釜では、9 月と 2 月に

開催いたしたい所存です。期日が近づきましたらご連絡させていただきます。ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

 

運営推進会議の構成員 

 

・ご利用者様代表： 

・ご家族様代表者： 

・地域の代表者様： 

・当該事業有識者様： 

・地域包括支援センター： 

・まごころ塩釜職員：理事長 坂井正義 

管理者 坂井洋子  

生活相談員 門脇俊 

 


